
2025.4.1 以降の使用より適用 

鹿児島国際大学（坂之上キャンパス）の施設使用について 

 

1. 申請方法について 

(1) 使用希望日の 2 週間前まで（フィールドハウスについては、使用希望日の前年度 2 月末まで）に本学

所定の様式「学校施設使用申請書兼許可書（以下「申請書兼許可書」）」を提出してください。 

(2) 「申請書兼許可書」の提出方法は、郵送、窓口持参、メール添付のいずれかとします。 

 

2. 使用日時について 

(1) 本学の授業及び学内行事、サークル活動等に支障がないと認められる場合に使用することができます。

なお、以下は使用できません。 

・開講日の平日（祝日の開講日を含む）及び開講期の土曜日 12 時 30 分まで。 

・お盆休み及び年末年始等の一斉休業日。 

・大学の定める日。 

(2) 使用時間は、原則として午前７時から午後９時までとします。なお、使用時間には、準備から片付けま

でを含みます。 

(3) 設営等の準備のための使用時間は、前日の午後 12 時以降とします。 

 

3. 使用条件及び遵守事項について 

(1) 施設使用中における如何なる事故・ケガ・盗難等のトラブルについて、本学は責任を負いません。 

(2) 次の場合は使用できません。 

・個人や営利を目的とするもの。  ・宗教的活動や政治的活動を目的とするもの。 

・公序良俗に反する行為を行うもの。 ・大学近隣及び大学内の他の施設の使用に迷惑が生じるもの。 

・その他、本学の方針に沿わないもの。 

(3) 使用前は以下の係の者に「申請書兼許可書」を提示し、使用後は係の者に報告してください。 

・教室……大学の業務時間内：使用する号館の窓口／業務時間外：4 号館 1 階警備室 

・フィールドハウス……フィールドハウス事務室 

・野球場……4 号館 1 階警備室 

(4) 使用にあたっては以下の事項を遵守し、来場者にも必ず周知してください。 

① 申請した使用時間を厳守し、目的外の使用はしないこと。 

② 許可のない施設及び設備、備品等を使用しないこと。 

③ 施設及び設備、備品等を損傷又は紛失したときは、速やかに大学に届け出ること。 

④ 施設内に特殊備品や電力を多量に消費する機器を搬入しないこと。 

⑤ 学内は全面禁煙につき、駐車場を含む敷地内における喫煙（電子たばこ、加熱式たばこを含む）を

しないこと。 

⑥ 所定の場所（食堂、学生ホール）以外での飲食をしないこと。使用許可施設内での飲食をどうしても

必要とする場合は、シート等を敷き、その上で飲食を行うこと。 

⑦ フィールドハウス及び 8 号館 8101・8201 教室等の屋内体育施設では、運動靴（8 号館は屋内用

運動靴）を使用すること。 

＊スパイクシューズ、ローラースケート・インラインスケート靴、ハイヒール等、床面を傷つける恐れのある履物



2025.4.1 以降の使用より適用 

は使用不可。 

⑧ 使用後は、使用前の状態に原状回復し、清掃を行うこと。また、ゴミはすべて持ち帰ること。 

⑨ 来場者の車両は、学生駐車場を使用すること。また、来場者の学内への車両乗上げ防止のため、正

門前に駐車場誘導係を配置すること。 

＊支援を要する来場者の車両は、学内の身障者用駐車場及び来客用駐車場、フィールドハウス横駐

車場を使用可。使用可否の判断は主催団体に一任する。 

＊主催団体の車両は、学内の来客用及びフィールドハウス横駐車場を使用可。 

⑩ 学内の危険区域（別紙「鹿児島国際大学坂之上キャンパス危険区域図」のとおり）及び立入禁止

の場所に立ち入らないこと。 

 

4. 使用料金について 

(1) 使用料金は、別紙「鹿児島国際大学における施設使用料金表」によります。 

(2) 使用料金は、光熱水費（電気、水道等使用料）、冷暖房使用料、駐車場使用料等を含みます。 

(3) 使用料金は、原則として使用許可時間に対して請求いたします。 

(4) 前日設営等の使用料金は、使用開始時間から 17 時までの料金を請求いたします。（使用終了時間

が 17 時を超える場合は、終了時間までの料金を請求いたします。） 

(5) 使用料金のお支払いは、以下の期日までに指定の口座へお振り込みください。窓口での現金の取り扱い

は行いません。 

・請求書の発行を希望する場合：請求書発行日から 2 週間以内 

・請求書の発行を希望しない場合：施設使用後２週間以内 

・振込先：鹿児島信用金庫 谷山支店 普通預金 ００２９８６５ 

   鹿児島国際大学（ｶｺﾞｼﾏｺｸｻｲﾀﾞｲｶﾞｸ） 

 

5. キャンセルについて 

(1) 施設使用をキャンセルする場合は、許可された使用日の７日前までに申し出てください。 

(2) 許可された使用日から３日以内の申し出については、料金の全額を請求いたします。 

 

6. 上記１～５の事項について違反のあった場合は、使用取消及び次回からの使用申

請を受け付けない場合があります。 

 

 


